
岐　阜　県

令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、次のとおり改正されます。

※3については、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。

1 外形標準課税対象法人（資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人）
【改正前】 【改正後】

2 ガス供給業
（１）課税方式について

【改正前】 【改正後】

ガス製造業者

ｂ

ｃ ガス小売業者

ｄ

※平成30年度税制改正前のガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもの。

課税方式及び税率等の改正のお知らせ

1 外形標準課税対象法人（資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人）に対する法人
事業税所得割の税率が見直されます。

2 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式が見直されます。

3 法人事業税に係る「配電事業」「特定卸供給事業」が創設されます。

所
得
割

下記以外の法人 0.4% 0.7% 1.0%

1.0%３以上の都道府県に事務所又
は事業所を設けて事業を行う
法人

1.0%

令和元年10月１日から
令和４年３月31日まで

の間に開始する事業年度 令和４年４月１日以降に
開始する事業年度

年400万円
以下

年400万円超
年800万以下

年800万円
超

区分

課税方式

区分

課税方式

資本金等
１億円超

資本金等
１億円以下

資本金等
１億円超

資本金等
１億円以下

付加価値割 1.2% 1.2%

資本割 0.5% 0.5%

収入割 　導管ガス供給業 収入割

収入割 　特定ガス供給業
収入割

＋付加価値割
＋資本割

ａ特
定
ガ
ス
供
給
業
※

（ガス事業法施行規則第5条に
該当する設備を有する者）

旧一般ガスみなしガス小売事業者

ガス製造業者（上記３以外の事業）

旧ガス事業法の簡易ガス事業
のみ行う事業者

所得割
＋付加価値割

＋資本割
所得割

　一般ガス供給業
所得割

＋付加価値割
＋資本割

所得割

収入割

所得割
＋付加価値割

＋資本割
所得割

ｅ

　一般ガス導管事業

　特定ガス導管事業

概　要

ガス事業法第２条第５項に規定する一般ガス導管事業及び同条第７項に規定する特定ガス導管事業。

ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造業者で、自らが維持し及び運用する液化ガス貯蔵設備等（ガス事
業法施行規則第5条に該当する設備）を用いて特別一般ガス導管事業者の供給区域内においてガス製造事業を行
うもの。

　導管ガス供給業
　（地方税法第72条の2第1項第2号）

　特定ガス供給業
  （地方税法第72条の2第1項第4号）

事業種別

　一般ガス供給業 一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業（特定ガス供給業を除く。）



（２）税率について

【改正前】

　一般ガス導管事業者

　特定ガス導管事業者

　ガス製造業者

　（ガス事業法施行規則第5条に該当する設備を有する者）

【改正後】

※特別法人事業税（国税）の税率については、

　・導管ガス供給業は、収入割額の30.0％となります。

　・特定ガス供給業は、収入割額の62.5％に改正されます。

　・一般ガス供給業は、所得金額課税（資本金の額又は出資金の額が１億円以上の場合は外形標準課税対象法人）の税率となります。

3 電気供給業

（１）税率について

（２）分割基準について

お問い合わせ先

区分
令和元年10月１日から
令和４年３月31日まで

の間に開始する事業年度

ガス供
給業

収入割 1.0%

令和４年４月１日以降に
開始する事業年度

1.0%

　特定ガス供給業

収入割

付加価値割

資本割

0.48%

0.77%

0.32%

区分

　導管ガス供給業 収入割

0.37%

資本割 0.15%

　資本金又は出資金の額が１億円以下の法人
収入割 0.75%

所得割 1.85%

区分
令和４年４月１日以後に

終了する事業年度

　配電事業 収入割 1.0%

　特定卸供給事業

　資本金又は出資金の額が１億円超を超える
　法人

収入割 0.75%

付加価値割

　東濃県税事務所　事業税係 　０５７２－２３－１１１１（代表）　内線２４５

　飛騨県税事務所　事業税係 　０５７７－３３－１１１１（代表）　内線２８８

　岐阜県税事務所　法人事業税第１・２係 　０５８－２１４－６８７４（直通）

　西濃県税事務所　事業税係 　０５８４－７３－１１１１（代表）　内線２５３・２９８

　中濃県税事務所　事業税係 　０５７５－３３－４０１１（代表）　内線２８２・２８３

※配電事業において発電所に接続する電線路を有しない場合及び特定卸供給事業において事業所等の固定資産で発電所
の用に供するものを有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

電力路の送電容量
　及び
固定資産の価額

固定資産の価額

配電事業

特定卸供給事業

＜課税標準額の総額の4分の3＞
　事業所等の所在する都道府県において発電所に接続する電線路（一定の
要件を満たすものに限る）の送電容量
＜課税標準額の総額の4分の1＞
　事務所等の固定資産の価額

分割基準 備考

＜課税標準額の総額の4分の3＞
　事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
＜課税標準額の総額の4分の1＞
　事務所等の固定資産の価額


